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21　広報西ノ島 2月号

宝くじ助成事業で防災資機材を整備しました！

この事業は、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源として実施している

コミュニティ助成事業で、一般財団法人自治総合センターが助成するものです。

　大津区では、宝くじ助成事業の採択により、円滑な自主防災活動を行うことを目的とし、以下の
資機材を整備しました。

● 防災倉庫 １棟
● 掛矢 １本
● スコップ ２本
● つるはし ２本
● 斧・鍬・鉈・鎌 各２本
● リヤカー １台
● ブルーシート ５枚
● のこぎり ２本
● バール １本
● ハンマー ２本
● しの ２本
● 作業灯 ２個
● ペンチ ２本
● 発電機 １台
● チェーンソー １台

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現 の理念の下、
すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります（障害者雇用率制度）。この
法定雇用率が、令和３年３月１日から以下のように変わります。

事業主のみなさまへ

事業主区分
法定雇用率

現行 令和３年３月１日以降
民間企業 2. ２％ ⇒ 2. ３％
国、地方公共団体等 2. ５％ ⇒ 2. ６％
都道府県等の教育委員会 2. ４％ ⇒ 2. ５％ 

また併せて、下記の点についてもご注意くださいますよう、お願いいたします。

▶ 従業員 43.5 人以上 45.5 人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、 従業員 45.5 人
以上から 43.5 人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。

◆ 毎年６月１日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければ なりません。

厚生労働省・島根労働局・ハローワーク

対象となる事業主の範囲が、従業員 43.5 人以上に広がります。留意点

障害者の法定雇用率が引き上げになります法定雇用率法定雇用率がが引き上げ引き上げ
令和３年３月１日から
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